
 

 

 

 

紫陽花の色が美しく映える季節になりました。今月号も最新のトピックスをお届けします。 

 

国内動向 

① 日ASEAN化学物質管理データベースの公開（独立行政法人製品評価技術基盤機構（NITE）） 

NITE は「日 ASEAN 化学物質管理データベース」（ASEAN-Japan Chemical Safety Database : AJCSD）を公

開した。本データベースは、日 ASEAN 経済産業協力委員会（AMEICC）化学ワーキンググループ（WG-CI）の合

意に基づき日本と ASEAN 各国が共同で構築したもの。ASEAN 各国の政府から直接提供された化学物質の規

制情報や有害性情報、GHS 分類結果、サンプル SDS 等が収載されている。NITE が 2016 年 4 月 28 日より運

用している。 http://www.nite.go.jp/chem/kanren/asia_kanren/asia_kanren01.html  

 

② 「毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令（案）」に対する意見募集について（厚生労働省） 

厚生労働省は 5 月 16 日、毒劇物への追加指定 8 物質及び指定変更・除外 3 物質について、パブリックコメ

ントを開始した。意見・情報受付締切日は 2016 年 6 月 18 日まで。 

【毒物指定(2 物質)】①（クロロメチル）ベンゼン及びこれを含有する製剤、②メタンスルホニル＝クロリド及びこれを含有

する製剤 

【劇物指定(6 物質)】①グリコール酸及びこれを含有する製剤（グリコール酸 3.6%以下を含有するものを除く）、②2－セカ

ンダリ－ブチルフエノール及びこれを含有する製剤、③ビス（2－エチルヘキシル）＝水素＝ホスフアート及びこれを含有

する製剤（ビス（2－エチルヘキシル）＝水素＝ホスフアート 2%以下を含有するものを除く）、④ブチル（トリクロロ）スタンナ

ン及びこれを含有する製剤、⑤無水酢酸及びこれを含有する製剤、⑥無水マレイン酸及びこれを含有する製剤 

【指定変更・除外(3 物質)】①2－メルカプトエタノール及びこれを含有する製剤として指定されている毒物のうち、10%以下

を含有する製剤について毒物から劇物に指定変更、10%以下を含有する製剤のうち、容量 20 リットル以下の容器に収め

られたものであって、2－メルカプトエタノール 0.1%以下を含有するものについて劇物から除外、②メタバナジン酸アンモ

ニウム 0.01%以下を含有する製剤について劇物から除外、③2,2,2－トリフルオロエチル＝［（1Ｓ）－1－シアノ－2－メチル

プロピル］カルバマート及びこれを含有する製剤について劇物から除外 

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495160059 

 

海外動向 
① GLP 原則のコンピュータ化システムへの適用勧告文書（OECD） 

OECD の GLP（Good Laboratory Practice）作業部会は GLP 原則のコンピュータ化システムへの適用につい

て新しい勧告文書を公表した。 http://www.oecd.org/env/ehs/testing/advisory-document-computerised-systems.htm 

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=env/jm/mono(2016)13&doclanguage=en 

 

② IUCLID 6 の公開（欧州化学品庁、ECHA） 

ECHA は、IUCLID の新 version（IUCLID 6）を公開した。 

http://www.echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/iuclid-6-is-available 

 

③ 55 物質に対する SNUR(重要新規利用規則)を公表（米国環境保護庁（米国 EPA）） 

米国 EPA は 5 月 16 日、55 物質の SNUR(重要新規利用規則)を公表した。SNUR で制限された利用を行う

場合、重要新規利用届出（SNUN）が必要となる。 

https://www.federalregister.gov/articles/2016/05/16/2016-11121/significant-new-use-rules-on-certain-chemical-substances 
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特集：やさしい化学品規制動向シリーズ「SNUR」 
各国の化学物質規制関連について特集しています。先月は米国の「有害物質規制法（Toxic Substance Control 

Act；TSCA）」のうち、製造輸入の90日前までに提出する製造前届出（PMN）について紹介しました。今月号はSNUR

（Significant New Use Rule:重要新規利用規則）について解説します。 

SNURは、米国環境保護庁（Environmental Protection Agency；U.S.EPA）によるリスク評価の結果①ヒトや環境に不

当なリスクがあるおそれがある、又は②環境への放出やばく露が大きいおそれがあると判断された物質について、製

造、輸入又は利用を制限する規則です。SNURの対象物質を、SNURで制限された利用を行う場合、重要新規利用届

出（SNUN）が必要となります。SNURは対象物質ごとに収載されており、現在約2,000物質が登録されています。これら

の物質のうち約半数は企業秘密保護のため物質名称が総称（generic name）で表示され、物質を特定することができま

せん。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お知らせ 
○「欧州 CLP 規則と米国 HCS に対応した分類基準と SDS・ラベル作成」セミナーの開催 

7 月 6 日（水）、大田区産業プラザ（PiO）（東京）において開催されるセミナー「欧州 CLP 規則と

米国 HCS に対応した分類基準と SDS・ラベル作成」で吉川治彦職員が講師を務めます。割引制

度がありますので参加ご希望の方は本機構までご連絡ください。

http://www.johokiko.co.jp/seminar_medical/AA160755.php 

○化学物質管理ミーティング 2016 への出展 

8 月 25 日（木）、26 日（金）にパシフィコ横浜で開催される化学物質管理ミーティング 2016 へ出展します。「化学物

質管理まるごとサポート」と題して、試験・分析・評価の専門的な立場から CERI がサポートする業務をご紹介します。

また、リスク評価が義務化された改正労働安全衛生法へのソリューションについてプレゼンテーションを行います。 

http://www.cdsympo.com/cm2016/ 

 

ご質問等ございましたら、以下の連絡先にお気軽にお問い合わせください。  

〒112-0004 東京都文京区後楽 1-4-25 日教販ビル７F 
安全性評価技術研究所 研究第二部 
Tel: 03-5804-6136（担当者: 石井（聡）、菊野、林） 
URL: http://www.cerij.or.jp E-mail: cac-reach@ceri.jp  

図 SNUR への対応 


